
平成２３年度熊本県微量ＰＣＢ汚染廃電気機器等把握支援事業補助金交付要項
（趣旨）
第１条　知事は、県民の健康の保護と生活環境の保全を図るため、事業者（以下「補助事業者」という。）に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、熊本県補助金等交付規則（昭和５６年熊本県規則第３４号。以下「規則」という。）及び地域グリーンニューディール基金事業実施要領（平成２１年７月１０日付け環政計発第090710002号）に定めるもののほか、この要項に定めるところによるものとする。
（補助対象経費及び補助率等）
第２条　補助金等の交付の対象経費及びこれに対する補助率又は補助金額は、別表のとおりとする。
（補助金等の交付申請書）
第３条　規則第３条第１項の申請書は、別記第１号様式によるものとする。
２　規則第３条第２項の添付書類は、次の各号のとおりとし、その様式は、当該各号に定めるところによるものとする。
　(1)　事業計画書　　　　事業ごとに知事が別に定める様式
　(2)　収支予算書　　　　別記第２号様式
　(3)  その他知事が必要と認める書類
（決定の通知）
第４条　規則第６条の規定による補助金等の交付決定の通知は、補助金交付決定通知書（別記第３号様式）により行うものとする。
（補助事業等の内容等の変更）
第５条　規則第７条第１項の補助事業等の内容等の変更事由は、別表のとおりとする。
２　規則第７条第１項の変更申請書は、別記第４号様式によるものとし、事業変更計画書の様式は、知事が必要に応じ別に定める。
３　規則第７条第３項において準用する規則第６条の規定による補助事業等の内容等の変更の決定通知は、補助金等の額に変更を生じるときは変更交付決定通知書（別記第５号様式）により、補助金等の額に変更を生じないときは変更承認通知書（別記第６号様式）により行うものとする。
（申請の取下げ）
第６条　規則第８条の規定により申請の取下げをすることのできる期間は、必要に応じ別に定める。
（状況報告）
第７条　規則第１１条の規定による状況報告は、知事が必要と認めて指示した場合に行うものとする。
（実績報告）
第８条　規則第１３条の実績報告書は、別記第７号様式によるものとする。
２　規則第１３条の添付書類は、次の各号に掲げるとおりとする。
  (1) 事業実績書　　　　事業ごとに知事が別に定める様式
　(2) 収支精算書　　　　別記第２号様式
　(3) その他知事が必要と認める書類
３　第１項の実績報告書の提出は、補助事業等の完了の日から起算して１か月を経過した　日又は補助金等の交付の決定のあった年度の３月３１日のいずれか早い期日までとする。
　　
（補助金等の額の確定）
第９条　規則第１４条の規定による補助金等の額の確定通知は、補助金等確定通知書（別記第８号様式）により行うものとする。
（補助金等の請求等）
第１０条  規則第１６条第１項の請求書は、別記第９号様式によるものとする。
２　前項の請求書には、知事が別に定める書類を添付しなければならない。
３　第１項の規定にかかわらず、補助金等の交付を概算払又は前金払により受けようとするときは、補助金等概算払（又は前金払）請求書（別記第１０号様式）によるものとする。
（証拠書類の保管）
第１１条　規則第２３条に規定する別に定める期間は、５年とする。ただし、知事が別に定める場合は、この限りでない。
（雑　則）
第１２条　この要項に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
　附　則
この要項は、平成２３年５月１６日から施行し、平成２３年５月１６日から適用する。

